
資格喪失理由（該当する番号に○をし、１・３の項目は年月日を記入してください。）

他の健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合）に加入

　資格取得年月日：令和　　　年　　　月　　　日

（添付書類）再就職先の被保険者証（健康保険証）の写し

※資格取得年月日は、新たに交付された証をご確認のうえ、ご記入ください。

※大阪市等への再就職により、再び当共済組合の組合員になった場合を含みます。

国民健康保険に加入するとき、家族の被扶養者になるときなど

　資格喪失日：資格喪失届が受理された日の属する月の翌月の初日

（添付書類）不要

※当共済組合が受付をした日の翌月の初日（月途中の喪失はできません。）

　(例) 3月18日受付 → 4月1日喪失

　令和　　　年　　　月　　　日　死亡

（添付書類）組合員の死亡の事実を証明する書類(写し可）

掛金還付請求

前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、次の必要事項を記入してください。

（ただし、令和　　年　　月分　から　令和　　年　　月分の掛金）

（該当する番号に○をし、2を選択された方は還付金振込先を記入してください。）

現在登録している給付金受取口座に振り込んでください。 （相続人の請求の場合選択不可）

次の口座に振り込んでください。

（右詰めで記入してください。） （カタカナで記入してください）

※ゆうちょ銀行の口座へお振り込みを希望される場合、支店名は３桁の漢数字を、口座番号は振込専用の口座番号（７桁）をご記入ください。

令和　　　年　　　月　　　日

任意継続組合員であった者との続柄（ 本人 ・　　　　）

　大阪市職員共済組合理事長 あて

住　所

氏　名

連絡先（電話番号）

支店コード 口　座　番　号 口　座　名　義
※共済組合使用欄

（添付書類）任意継続組合員であった者の相続人が請求するとき、任意継続組合員であった者の先順位の相続人
であることを証明する書類（相続人が被扶養配偶者である場合は不要）

　地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定に基づき、任意継続組合員の資格を喪失したいので、上
記のとおり申し出ます。また、前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、地方公
務員等共済組合法施行令第49条第3項又は第49条の6第1項の規定に基づき、還付請求します。

1

2

還
付
金
振
込
先

金　融　機　関　名 支　店　名 預金種別
銀行　　金庫
信組　　農協

その他（　　　）

本店　　支店
その他（　　　）

普通

当座

金融機関コード

2 希望喪失

3 死　亡

　　掛金還付請求金額　金　　　　　　　　　円

※共済組合使用欄
　
　短期           　　　円　（　　　ヶ月分）

　介護　　　　　 　　　円　（ 　　　   歳）

記号－番号 99 －
任意継続

組合員氏名

1 再就職

共済組合決裁欄

任 意 継 続 組 合 員
事務局次長 係　長 係　員

資格喪失届・掛金還付請求書

※不明な場合は空欄可、共済組合で記入します。

①再就職による喪失の場合

○ ○○ ○○
大阪市○○区○○ ×－×－×

共済 太郎○○○○○○○

共済 太郎

○○－○○○○－○○○○

再就職先で交付された被保険者証の「資格取得年月日」を記入してください。

任意継続組合員（本人）の住所、氏名、続柄（本人）、連絡先を記入して
ください。

記入例

届出年月日
を記入

資格喪失日以降の掛金を既に納付されている場合は、「掛金還付請求」の
欄を記入して ください。

現在お持ちの任意継続組合員証・被扶養者証等

（大阪市職員共済組合発行分）の返却が必要です

注 再就職後に再就職先で被保険者証の交付を受けるまでの間、任意継続組合員証
等は使用しないでください。

資格喪失のお届け（任意継続組合員証等の返却）は、再就職先で交付された被保険者
証のコピーの添付が必要なため、再就職先で被保険者証の交付を受けてからになります
が、再就職先での資格取得日以降は、任意継続組合員の資格を喪失しますので任意継
続組合員証等は使用しないでください。

注 資格取得月の当月内に資格喪失した場合、当月分の掛金は還付対象となりません。

例）4月1日資格取得後、4月15日資格喪失 → 4月分の掛金は還付されません。

4月1日資格取得後、5月15日資格喪失 → 5月分の掛金は還付します。

○印を記入

注 再就職先で交付された被保険者証のコピーの添付が必要です。

※給付金受取口座以外を指定する場合のみ記入

現在お持ちの組合員証に記載されている番号と組合員本人氏名を記入して
ください。

記入漏れや添付書類の提出漏れがないようご注意ください。

○ ○○ ○○



資格喪失理由（該当する番号に○をし、１・３の項目は年月日を記入してください。）

他の健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合）に加入

　資格取得年月日：令和　　　年　　　月　　　日

（添付書類）再就職先の被保険者証（健康保険証）の写し

※資格取得年月日は、新たに交付された証をご確認のうえ、ご記入ください。

※大阪市等への再就職により、再び当共済組合の組合員になった場合を含みます。

国民健康保険に加入するとき、家族の被扶養者になるときなど

　資格喪失日：資格喪失届が受理された日の属する月の翌月の初日

（添付書類）不要

※当共済組合が受付をした日の翌月の初日（月途中の喪失はできません。）

　(例) 3月18日受付 → 4月1日喪失

　令和　　　年　　　月　　　日　死亡

（添付書類）組合員の死亡の事実を証明する書類(写し可）

掛金還付請求

前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、次の必要事項を記入してください。

（ただし、令和　　年　　月分　から　令和　　年　　月分の掛金）

（該当する番号に○をし、2を選択された方は還付金振込先を記入してください。）

現在登録している給付金受取口座に振り込んでください。 （相続人の請求の場合選択不可）

次の口座に振り込んでください。

（右詰めで記入してください。） （カタカナで記入してください）

※ゆうちょ銀行の口座へお振り込みを希望される場合、支店名は３桁の漢数字を、口座番号は振込専用の口座番号（７桁）をご記入ください。

令和　　　年　　　月　　　日

任意継続組合員であった者との続柄（ 本人 ・　　　　）

　大阪市職員共済組合理事長 あて

共済組合決裁欄

任 意 継 続 組 合 員
事務局次長 係　長 係　員

資格喪失届・掛金還付請求書

記号－番号 99 －
任意継続

組合員氏名

1 再就職

2 希望喪失

3 死　亡

　　掛金還付請求金額　金　　　　　　　　　円

※共済組合使用欄
　
　短期           　　　円　（　　　ヶ月分）

　介護　　　　　 　　　円　（ 　　　   歳）

1
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還
付
金
振
込
先

金　融　機　関　名 支　店　名 預金種別
銀行　　金庫
信組　　農協

その他（　　　）

本店　　支店
その他（　　　）

普通

当座

金融機関コード

住　所

氏　名

連絡先（電話番号）

支店コード 口　座　番　号 口　座　名　義
※共済組合使用欄

（添付書類）任意継続組合員であった者の相続人が請求するとき、任意継続組合員であった者の先順位の相続人
であることを証明する書類（相続人が被扶養配偶者である場合は不要）

　地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定に基づき、任意継続組合員の資格を喪失したいので、上
記のとおり申し出ます。また、前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、地方公
務員等共済組合法施行令第49条第3項又は第49条の6第1項の規定に基づき、還付請求します。

※不明な場合は空欄可、共済組合で記入します。

②希望による喪失の場合

○ ○○ ○○
大阪市○○区○○ ×－×－×

共済 太郎○○○○○○○

共済 太郎

○○－○○○○－○○○○

希望による喪失の場合は、

当共済組合が受付をした日の翌月の初日が資格喪失日となります。

（例 ４月１０日受付 → ５月１日喪失）

任意継続組合員（本人）の住所、氏名、続柄（本人）、連絡先を記入して
ください。

記入例

届出年月日
を記入

資格喪失日以降の掛金を既に納付されている場合は、「掛金還付請求」の
欄を記入して ください。

○資格喪失日以降に、ご自宅宛に「資格喪失証明書」を発送します。

○資格喪失日以降、現在お持ちの任意継続組合員証・被扶養者証等

（大阪市職員共済組合発行分）の返却が必要です。
※ご自宅に送付します「資格喪失証明書」に返信用封筒を同封しますので、速やかに任意

継続組合員証等を返却してください。

希望による喪失の場合、お届けの後に資格喪失となるため、お届けの際は任意継続組合員証等の

添付は不要ですが、資格喪失となる翌月の初日以後は、任意継続組合員証等は使用しない

でください。

○印を記入

現在お持ちの組合員証に記載されている番号と組合員本人氏名を記入して
ください。

○印を記入

記入漏れがないようご注意ください。

※給付金受取口座以外を指定する場合のみ記入



資格喪失理由（該当する番号に○をし、１・３の項目は年月日を記入してください。）

他の健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合）に加入

　資格取得年月日：令和　　　年　　　月　　　日

（添付書類）再就職先の被保険者証（健康保険証）の写し

※資格取得年月日は、新たに交付された証をご確認のうえ、ご記入ください。

※大阪市等への再就職により、再び当共済組合の組合員になった場合を含みます。

国民健康保険に加入するとき、家族の被扶養者になるときなど

　資格喪失日：資格喪失届が受理された日の属する月の翌月の初日

（添付書類）不要

※当共済組合が受付をした日の翌月の初日（月途中の喪失はできません。）

　(例) 3月18日受付 → 4月1日喪失

　令和　　　年　　　月　　　日　死亡

（添付書類）組合員の死亡の事実を証明する書類(写し可）

掛金還付請求

前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、次の必要事項を記入してください。

（ただし、令和　　年　　月分　から　令和　　年　　月分の掛金）

（該当する番号に○をし、2を選択された方は還付金振込先を記入してください。）

現在登録している給付金受取口座に振り込んでください。 （相続人の請求の場合選択不可）

次の口座に振り込んでください。

（右詰めで記入してください。） （カタカナで記入してください）

※ゆうちょ銀行の口座へお振り込みを希望される場合、支店名は３桁の漢数字を、口座番号は振込専用の口座番号（７桁）をご記入ください。

令和　　　年　　　月　　　日

任意継続組合員であった者との続柄（ 本人 ・　　　　）

　大阪市職員共済組合理事長 あて

共済組合決裁欄

任 意 継 続 組 合 員
事務局次長 係　長 係　員

資格喪失届・掛金還付請求書

記号－番号 99 －
任意継続

組合員氏名

1 再就職

2 希望喪失

3 死　亡

　　掛金還付請求金額　金　　　　　　　　　円

※共済組合使用欄
　
　短期           　　　円　（　　　ヶ月分）

　介護　　　　　 　　　円　（ 　　　   歳）

1

2

還
付
金
振
込
先

金　融　機　関　名 支　店　名 預金種別
銀行　　金庫
信組　　農協

その他（　　　）

本店　　支店
その他（　　　）

普通

当座

金融機関コード 支店コード 口　座　番　号 口　座　名　義
※共済組合使用欄

（添付書類）任意継続組合員であった者の相続人が請求するとき、任意継続組合員であった者の先順位の相続人
であることを証明する書類（相続人が被扶養配偶者である場合は不要）

　地方公務員等共済組合法第144条の2第5項の規定に基づき、任意継続組合員の資格を喪失したいので、上
記のとおり申し出ます。また、前納した任意継続掛金のうち未経過期間に係る掛金がある場合は、地方公
務員等共済組合法施行令第49条第3項又は第49条の6第1項の規定に基づき、還付請求します。

1

住　所

氏　名

連絡先（電話番号）

7 6 5 4 3 2

※不明な場合は空欄可、共済組合で記入します。

③死亡による喪失の場合

○ ○○ ○○
大阪市○○区○○ ×－×－×

共済 太郎○○○○○○○

○○－○○○○－○○○○

届出される相続人の方の住所、氏名、続柄、連絡先を記入してください。

記入例

届出年月日
を記入

資格喪失日以降の掛金を既に納付されている場合は、「掛金還付請求」
の欄を記入して ください。
還付金振込先の金融機関等の記入の際は、通帳等にて口座番号等の
記入誤りがないか、ご確認ください。

現在お持ちの任意継続組合員証・被扶養者証等

（大阪市職員共済組合発行分）の返却が必要です。

○印を記入

現在お持ちの組合員証に記載されている番号と組合員本人氏名を記入して
ください。

○印を記入

○ ○○ ○○

キョウサイ ハナコ

○○○○○○

共済 花子

妻

注 資格取得月の当月内に資格喪失した場合、当月分の掛金は還付対象となりません。

例）4月1日資格取得後、4月15日資格喪失 → 4月分の掛金は還付されません。

4月1日資格取得後、5月15日資格喪失 → 5月分の掛金は還付します。

注 添付書類①組合員の死亡の事実を証明する書類（写し可）が必要です。

＊埋葬料を受け取られる場合は、「埋葬料請求書」および「口座登録・変更申出書

（埋葬料用）」 を提出してください。

＊別途「支払未済短期給付金請求書」の提出が必要となる場合がありますので、

組合員が死亡された際には、当共済組合保健医療係へご連絡ください。

※掛金還付請求がある場合

注 添付書類②任意継続組合員であった者の先順位の相続人であることを証明する

書類が必要です（相続人が被扶養配偶者の場合は不要）。

記入漏れや添付書類の提出漏れがないようご注意ください。


